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節水にご協力ください
日ごろからご家庭でもできそうな
　　　節水の例と節水効果をご紹介します！

節水効果（参考）

◎なによりも、水の流しっぱなしをやめる！

◎そのほか（※）

・シャワーを浴びる時は栓はこまめに閉める
　　　　　　⇒シャワー時間１分短縮で12リットルの節水

・洗濯物をまとめ洗いし、回数を減らす
　　　　　　　⇒１日あたり50リットルの節水
・トイレで大・小レバーを使い分ける
　　　　　　　⇒１回あたり２リットルの節水

仮に、沖縄本島人口約134万人が
１日に22.5リットル以上節水したとすると・・・

・洗面・歯磨き時の流しっぱなしをやめる
　　　　　　　　　　　　　⇒1回あたり6リットルの節水

※そのほか…
・洗面台等の下の元栓を少し閉める（閉めすぎに注意！）
・食器や調理器具の油を紙で拭いて洗う　・食器洗いや洗濯に使う洗剤は適量を使う
・浴槽にためる水を少し控えめにする　・ホームセンターなどで販売の節水機器の活用
・米のとぎ汁やお風呂の残り湯、エアコン室外機から出る水の庭木散水や洗車利用など

・沖縄本島人口：（沖縄県企画部公表推計人口（R5/11/1時点）より
・22.5リットル：那覇市1人一日あたり225ℓ使用とし、10%相当を想定｛

（沖縄県企業局HPを参考に沖縄渇水対策連絡協議会にて整理）

沖縄渇水対策連絡協議会（事務局：沖縄総合事務局開発建設部建設行政課）
TEL 098-866-1908　　　　

∵22.5ℓ＊134万人＊365日＝11,004,750,000ℓ（約110億ℓ）
沖縄県庁：約30万㎥(水約3億ℓに相当）

年間で沖縄県庁舎約36個分の量に相当する水の節水効果！

節水の例

所有者不明土地の解消に向けて
～不動産に関するルールが大きく変わります～

令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます

●相続登記の申請の義務化※

●相続人申告登記※

●相続土地国庫帰属制度

令和６年４月１日施行

令和５年４月27日施行

※令和６年４月より前に相続した不動産も、
未登記であれば義務化の対象となります。

※相続によって権利を取得したことまでは公示されないので、相続人申告
登記は従来の相続登記とは全く異なるものです。

相続登記の申請義務についてのルール
Ⓐ基本的なルール
　相続（遺言も含みます。）によって不動産を
取得した相続人は、その所有権を取得したこ
とを知った日から３年以内に相続登記の申
請をしなければならないこととされました。
Ⓑ遺産分割が成立した時の追加的なルール
　遺産分割の話し合いがまとまった場合に
は、不動産を取得した相続人は、遺産分割が
成立した日から３年以内に、その内容を踏ま
えた登記を申請しなければならないこととさ
れました。
　Ⓐ・Ⓑともに、正当な理由がないのに義務
に違反した場合、１０万円以下の過料の適用
対象となります。

　登記簿上の所有者に相続が開始したこと及び自らが相
続人であることを登記官に申し出る制度です。より簡易に
相続登記の申請義務を履行することができる仕組みです。

　相続又は遺贈（遺言によって特定の
相続人に財産の一部又は全部を譲るこ
と）によって土地の所有権を取得した相
続人が、一定の要件を満たした場合に、
土地を手放して国庫に帰属させること
を可能とする「相続土地国庫帰属制度」
が創設されました。

「被相続人の死亡を知った日」からではない
から、不動産を取得したことを知らなければ
３年の期間はスタートしないよ！

ほかに、令和６年４月１日から始まる新ルール

相 続 に 関 す る 相 談 ・ 相 続 登 記 の 申 請 手 続

☎098-865-3737

沖 縄 弁 護 士 会
おきなわ相続119番

☎098-867-3577

沖縄県司法書士会
相続相談センター

問合せ先等
那 覇 地 方 法 務 局 相続登記・帰属制度

の詳細はこちらから

①相続登記について ②帰属制度について


